
は

じ

め

に

本
稿
は
、「
春
日
移
し
」
と
呼
ば
れ
る
慣
行
の
宗
教
学
的
研
究

に
む
け
た
覚
書
で
あ
る
。「
春
日
移
し
」
と
は
、
春
日
大
社
で
二

十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
式
年
造
替
に
と
も
な
い
、
旧
社
殿
を
ゆ
か

り
の
あ
る
寺
社
に
譲
渡
す
る
慣
行
を
さ
す
。
た
だ
し
、
こ
の
用
語

は
俗
称
で
あ
り
、
正
式
に
は
旧
社
殿
の
「
撤
下
」
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。「
春
日
移
し
」
と
い
う
用
語
が
、
い
つ
頃
か
ら
誰
に
よ

っ
て
使
わ
れ
は
じ
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
を
要
す

（
�
）
る
。春

日
大
社
の
創
建
は
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
と
さ
れ
る

（
�
）

（
�
）

が
、
早
く
か
ら
宮
地
直
一
や
福
山
敏
男
に
よ
っ
て
、
創
建
が
そ
れ

以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

で
は
、「
春
日
移
し
」
が
生
じ
る
契
機
と
な
る
式
年
造
替
は
い

つ
は
じ
ま
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
実
な
史
料
が
な
い
。

た
だ
し
、
公
式
に
は
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
を
第
一
次
式
年

造
替
と
し
、
直
近
の
平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
を
第
六
十
次
と

数
え
て
い
る
。
通
常
、「
式
年
」
造
替
と
い
う
場
合
、
一
定
の
年

（
�
）

限
を
定
め
て
行
な
わ
れ
る
造
替
を
さ
す
。
し
か
し
、
初
期
に
お
い

て
は
、
社
殿
の
破
損
の
程
度
に
応
じ
て
不
定
期
に
造
替
が
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
み
え
る
「
破
る
に
随
い
て

（
�
）

修
理
す
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
随
破
修
理
」
の
方
式
で
あ
る
。

実
際
、
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
か
ら
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）

ま
で
の
九
二
年
間
に
八
回
の
造
替
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
隔

は
五
年
、
十
一
年
か
ら
十
八
年
ま
で
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
続
く
建

保
三
年
（
一
二
一
五
）
か
ら
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
ま
で
は
二

﹇
研
究
ノ
ー
ト
﹈「

春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
研
究
の
た
め
の
覚
書

岩

井

洋
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十
年
の
間
隔
に
近
づ
き
、
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
以
降
は
、

十
六
世
紀
の
動
乱
期
を
の
ぞ
き
、
ほ
ぼ
二
十
年
の
間
隔
で
造
替
が

（
�
）

行
わ
れ
て
き
た
。

大
東
延
和
は
、
い
わ
ゆ
る
式
年
造
替
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
に
入
る
頃
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
背
景
に
は
藤
原
氏
の
全
盛
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
造
替
の

責
任
者
が
造
営
預
（
の
ち
の
正
預
）
か
ら
造
国
司
に
移
行
し
た
こ

と
で
、
大
和
一
郡
か
ら
一
国
の
上
納
へ
と
造
替
財
源
が
飛
躍
的
に

（
�
）

増
強
さ
れ
た
と
い
う
制
度
上
の
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
二
十
年
と
い
う
間
隔
の
根
拠
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。

社
殿
の
構
造
的
な
耐
用
年
数
を
根
拠
と
す
る
建
築
学
的
説
も
あ
る

が
、
現
存
す
る
社
殿
を
み
れ
ば
、
そ
の
耐
用
年
数
が
二
十
年
よ
り

も
は
る
か
に
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
職
人
・
技
術
者
の
技

術
伝
承
サ
イ
ク
ル
と
関
連
づ
け
た
説
明
も
あ
る
が
、
平
均
寿
命
が

短
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
若
手
・
中
堅
・
親
方
の
あ
い
だ
の
伝

承
が
円
滑
に
機
能
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
技

術
伝
承
サ
イ
ク
ル
説
は
、
あ
く
ま
で
も
近
現
代
以
降
の
付
随
的
説

明
で
あ
ろ
う
。

太
田
博
太
郎
は
、「『
修
理
』
の
目
的
は
寺
院
建
築
で
は
、
そ
の

寿
命
を
延
ば
す
た
め
で
あ
り
、
神
社
建
築
で
は
装
い
を
新
た
に
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
装
い
を
新
た
に
す
る
た
め
に
は
『
造
替
』
が

必
要
で
あ
る
が
、
屋
根
替
を
行
え
ば
、
か
な
り
そ
の
目
的
を
達
す

（
�
）

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
二
十
年
と
い
う
年
限
が
屋
根
材
の
耐

用
年
数
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

さ
て
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
春
日
移
し
」
に
つ
い
て
は
、
神

道
史
を
含
む
宗
教
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
明
確
な
主
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

（
�
）

（

）

て
、
黒
田
曻
義
や
佐
藤
正
彦
と
い
っ
た
建
築
史
学
者
は
、
早
く
か

ら
春
日
大
社
の
式
年
造
替
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
と
も
に
、「
春

日
移
し
」
に
も
着
目
し
て
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
研
究
に
む
け

て
、
基
礎
的
な
知
見
に
つ
い
て
素
描
す
る
。
以
下
、
式
年
造
替
に

お
け
る
社
殿
の
移
動
、
旧
社
殿
の
分
布
、
旧
社
殿
の
運
搬
、
そ
し

て
「
春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
意
味
の
順
に
論
を
す
す
め
る
。

式
年
造
替
に
お
け
る
社
殿
の
移
動

現
在
の
本
社
本
殿
四
棟
（
一
九
五
六
年
に
国
宝
指
定
）
は
、
文

久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
も
の
で
、
明
治
時
代
以
降
、
文
化
財
保
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護
の
観
点
か
ら
、
社
殿
そ
の
も
の
を
建
て
替
え
る
こ
と
は
せ
ず
、

破
損
部
分
の
修
理
、
朱
の
塗
り
替
え
、
屋
根
の
葺
き
替
え
等
を
も

っ
て
造
替
と
し
て
い
る
。
摂
社
・
末
社
に
つ
い
て
は
、
建
て
替
え

が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

で
は
、
摂
社
・
末
社
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
造
替
さ
れ
た
の

か
。
佐
藤
は
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
方
式
が
あ
っ
た
こ
と
を
明

（

）

ら
か
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
榎
本
神
社
や
水
谷
神
社
の
よ
う

な
摂
社
で
は
、
仮
殿
を
建
立
し
仮
遷
宮
を
行
っ
た
の
ち
、
旧
社
殿

を
取
り
壊
し
、
元
の
場
所
に
社
殿
が
新
築
さ
れ
た
。
ま
た
、
末
社

の
場
合
、
二
通
り
の
方
法
が
あ
り
、
旧
社
殿
を
脇
に
ず
ら
し
て
か

ら
元
の
場
所
に
社
殿
を
新
造
す
る
方
法
と
、
鎮
座
地
の
近
く
に
社

殿
を
新
造
し
て
、
完
成
し
た
の
ち
に
旧
社
殿
を
取
り
除
き
、
元
の

か

の

場
所
に
移
す
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
。
前
者
は
「
舁
き
退
け
」
と

呼
ば
れ
る
方
式
で
、
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
後
者
は
現
在
で

は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂
神

社
、
京
都
市
北
区
）
の
式
年
遷
宮
は
こ
の
方
式
で
行
わ
れ
て
い

（

）
る
。こ

の
よ
う
な
、
と
り
わ
け
末
社
の
造
替
方
式
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
社
殿
が
容
易
に
移
動
で
き
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
春
日
移
し
」
が
発
生
す
る
こ
と
を
考
え
る

う
え
で
重
要
で
あ
る
。

春
日
大
社
の
社
殿
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
井
桁
に
組
ま
れ
た
土

台
の
上
に
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
稲
垣
榮
三
は
、

土
台
の
も
つ
効
果
の
ひ
と
つ
は
、
建
物
を
移
動
し
や
す
い
こ
と
に

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
社
殿
に
土
台
が
あ
る
春
日
大
社
と
上
賀

茂
神
社
の
共
通
点
は
、
背
後
の
山
を
神
体
山
と
し
、
本
殿
は
神
が

（

）

常
住
し
な
い
仮
殿
の
性
格
を
も
つ
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

藤
澤
彰
は
、
本
殿
形
式
と
神
の
移
動
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
流
造
と
春
日
造
は
、
神
が
移
動
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
本
殿
形
式
で
、
そ
の
社
殿
は
小
型
で
土
台
の
上
に
柱
が

立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
の
常
住
を
前
提
と
し
た
本
殿

形
式
が
神
明
造
、
大
社
造
、
住
吉
造
に
あ
た
り
、
そ
の
社
殿
は
大

型
で
、
柱
の
立
て
方
は
地
中
に
柱
を
埋
め
る
掘
立
で
あ
る
と
い

（

）
う
。稲

垣
の
説
に
対
し
て
三
浦
正
幸
は
、
井
桁
の
土
台
は
建
築
構
造

上
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
神
の
常

（

）

住
を
示
す
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
建
築
学
的
見
地
か
ら
の

み
で
井
桁
土
台
の
意
味
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
各
神
社
が
も
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つ
個
別
の
歴
史
的
文
脈
と
移
動
す
る
神
と
い
う
観
念
と
の
関
係
か

ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
前
述
の
造
替
財
源
の
増
強
は
、
広
範
囲
な
社
殿
の
建
て

替
え
を
可
能
に
す
る
。
さ
ら
に
、「
舁
き
退
け
」
方
式
の
造
替
を

考
慮
す
れ
ば
、
処
分
可
能
な
社
殿
が
増
加
す
る
の
は
論
理
的
な
帰

結
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
春
日
移
し
」
の
慣
行
が
発
生
し
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、「
春
日
移
し
」
の
初
見
は
、

『
中
臣
祐
明
記
』
に
み
え
る
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
の
木
宮
社

（
紀
伊
神
社
）
の
辰
市
（
奈
良
市
杏
町
）
へ
の
譲
渡
で
あ
り
、
造

替
財
源
が
増
強
さ
れ
た
時
期
と
も
符
合
す
る
。

そ
し
て
、「
春
日
移
し
」
が
発
生
す
る
こ
と
で
、
式
年
造
替
に

こ
も
つ
し
は
い

関
わ
る
旧
社
殿
を
社
家
が
拝
領
す
る
「
古
物
支
配
」
が
定
式
化
し

た
の
で
は
な
い
か
。
佐
藤
に
よ
る
と
、
旧
社
殿
の
譲
渡
は
有
償
・

無
償
で
行
わ
れ
、
神
主
・
正
預
・
若
宮
神
主
の
い
わ
ゆ
る
「
三
惣

（

）
官
」
が
順
番
に
旧
社
殿
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
十
三
世
紀

か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
の
旧
社
殿
の
譲
渡
状
況
を
み
る
と
、
本

社
第
四
殿
が
「
乙
木
」（
お
そ
ら
く
天
理
市
乙
木
町
の
夜
都
伎
神

（

）

社
）
に
譲
渡
さ
れ
る
慣
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
乙
木
へ
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、『
中
臣
祐
明
記
』
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
六

月
十
四
日
条
に
も
「
先
例
也
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
春
日
社

領
あ
る
い
は
興
福
寺
領
と
は
別
に
、
春
日
大
社
さ
ら
に
は
社
家
と

の
関
係
性
に
よ
っ
て
、
旧
社
殿
の
譲
渡
先
が
決
定
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

古
物
支
配
に
よ
り
社
家
が
旧
社
殿
を
差
配
で
き
、
し
か
も
有
償

で
譲
渡
で
き
た
と
す
れ
ば
、
旧
社
殿
は
社
家
に
と
っ
て
一
種
の
ボ

ー
ナ
ス
と
し
て
機
能
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
社

家
の
春
日
大
社
に
対
す
る
忠
誠
を
引
き
出
す
手
段
と
も
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

旧
社
殿
の
分
布

で
は
、「
春
日
移
し
」
の
社
殿
は
ど
れ
く
ら
い
存
在
す
る
の
か
。

ま
ず
、
本
社
旧
本
殿
と
若
宮
神
社
旧
本
殿
が
移
築
さ
れ
た
も
の

の
う
ち
、
建
立
年
代
が
判
明
し
て
い
る
遺
構
を
以
下
に
列
挙
す

（

）
る
。

【
本
社
旧
本
殿
】

鏡
神
社
本
殿
（
奈
良
市
高
畑
町
）

御
霊
神
社
本
殿
（
奈
良
市
薬
師
堂
町
）
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長
尾
神
社
本
殿
（
奈
良
市
阪
原
町
）

嶋
田
神
社
本
殿
（
奈
良
市
八
島
町
）

夜
支
布
山
口
神
社

摂
社
立
磐
神
社
本
殿（
奈
良
市
大
柳
生
町
）

杵
築
神
社
本
殿
（
生
駒
郡
安
堵
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
生
駒
郡
斑
鳩
町
）

賣
太
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
稗
田
町
）

比
売
久
波
神
社
本
殿
（
磯
城
郡
川
西
町
）

墨
坂
神
社
本
殿
（
宇
陀
市
榛
原
）

春
日
神
社
本
殿
（
御
所
市
市
戸
毛
）

葛
木
御
歳
神
社
本
殿
（
御
所
市
東
持
田
）

龍
池
神
社
本
殿
（
五
條
市
三
在
町
）

春
日
若
宮
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

国
栖
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

恭
仁
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

三
十
八
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

岡
田
鴨
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
）

同

摂
社
天
満
宮
本
殿
（
同
）

松
尾
神
社

摂
社
御
霊
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
）

有
市
国
津
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
笠
置
町
）

珠
城
神
社
本
殿
（
京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
）

金
井
戸
神
社
本
殿
（
京
都
市
伏
見
区
）

津
田
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
津
田
町
）

山
田
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
田
口
）

菅
原
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
難
波
天
神
町
）

百
済
王
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
中
宮
西
之
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
津
田
元
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
春
日
元
町
）

厳
島
神
社
本
殿
（
大
阪
府
枚
方
市
尊
延
寺
）

住
吉
神
社
本
殿
（
大
阪
府
交
野
市
私
部
）

杭
全
神
社
本
殿
第
一
殿
（
大
阪
府
大
阪
市
住
吉
区
）

【
若
宮
神
社
旧
本
殿
】

崇
道
天
皇
社
本
殿
（
奈
良
市
西
紀
寺
町
）

龍
穴
神
社
本
殿
（
宇
陀
市
室
生
）

楢
神
社
本
殿
（
天
理
市
楢
町
）

糸
井
神
社
本
殿
（
磯
城
郡
川
西
町
）

松
尾
神
社
本
殿
（
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
）
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南
郷
春
日
神
社
本
殿
（
大
阪
府
豊
中
市
）

六
甲
八
幡
神
社
本
殿
（
兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
）

以
上
の
よ
う
に
、
奈
良
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
を
中
心
に
、
本

社
旧
社
殿
を
移
築
し
た
も
の
三
三
社
、
若
宮
神
社
旧
本
殿
を
移
築

し
た
も
の
七
社
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
本
社
旧
社
殿
の
所
在
地

に
京
都
府
相
楽
郡
と
大
阪
府
枚
方
市
が
目
立
ち
、
春
日
社
領
あ
る

い
は
興
福
寺
領
と
の
関
連
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
に

は
含
め
な
か
っ
た
重
要
な
社
殿
と
し
て
、
円
成
寺
（
奈
良
市
忍
辱

山
町
）
の
春
日
堂
・
白
山
堂
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
境
内
に

並
び
立
つ
同
寸
同
型
の
二
つ
の
社
殿
は
、
現
存
す
る
最
古
の
春
日

造
社
殿
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
太
田
は
、
棟
札
等
の

記
録
や
、
蟇
股
と
呼
ば
れ
る
部
材
と
『
春
日
宮
曼
荼
羅
』
に
描
か

れ
た
本
社
社
殿
の
描
写
を
照
合
し
、
春
日
堂
・
白
山
堂
が
鎌
倉
時

（

）

代
に
春
日
大
社
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
。

本
社
旧
社
殿
や
若
宮
神
社
旧
社
殿
の
他
に
も
、
春
日
大
社
境
内

の
摂
社
・
末
社
も
式
年
造
替
の
際
に
移
築
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

（

）

以
下
に
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
。

【
摂
社
榎
本
神
社
旧
本
殿
】

大
将
軍
神
社
本
殿
（
奈
良
市
四
条
大
路
三
丁
目
）

皇
大
神
社
本
殿
（
同
）

添
御
県
坐
神
社
本
殿
（
奈
良
市
歌
姫
町
）

常
陸
神
社
本
殿
（
奈
良
市
法
蓮
町
）

菅
原
神
社
本
殿
（
奈
良
市
東
九
条
町
）

八
王
子
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
中
城
町
）

素
戔
嗚
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
横
田
町
）

推
古
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
額
田
部
北
町
）

楢
神
社

末
社
八
幡
神
社
本
殿
（
天
理
市
楢
町
）

【
摂
社
水
谷
神
社
旧
本
殿
】

祇
園
社
八
坂
神
社
本
殿
（
奈
良
市
押
上
町
）

春
日
大
社

末
社
総
宮
神
社
本
殿
（
奈
良
市
春
日
野
町
）

蓮
長
寺
番
神
堂
（
奈
良
市
油
阪
町
）

皇
大
神
社
本
殿
（
奈
良
市
平
松
町
）

和
爾
下
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
横
田
町
）
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【
摂
社
紀
伊
神
社
旧
本
殿
】

皆
天
満
神
社
本
殿
（
奈
良
市
西
ノ
京
町
）

般
若
寺
鎮
守
堂
（
奈
良
市
般
若
寺
町
）

辰
市
神
社
本
殿
（
奈
良
市
杏
町
）

熊
野
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
番
条
町
）

【
末
社
三
十
八
神
社
旧
本
殿
】

八
所
御
霊
神
社
本
殿
（
奈
良
市
秋
篠
町
）

水
鏡
天
神
社
本
殿
（
奈
良
市
五
条
町
）

杵
築
神
社
本
殿
（
奈
良
市
二
名
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
奈
良
市
法
華
寺
町
）

倭
文
神
社
本
殿
（
奈
良
市
西
九
条
町
）

京
終
天
神
社
本
殿
（
奈
良
市
北
京
終
町
）

春
日
大
社

末
社
若
宮
神
社
本
殿（
大
阪
府
枚
方
市
津
田
元
町
）

【
末
社
祓
戸
神
社
旧
本
殿
】

春
日
大
社

末
社
浮
雲
神
社
本
殿
（
奈
良
市
春
日
野
町
）

同

采
女
神
社
本
殿
（
奈
良
市
樽
井
町
）

同

鳴
雷
神
社
本
殿
（
奈
良
市
春
日
野
町
）

春
日
神
社
本
殿
（
奈
良
市
二
条
大
路
南
五
丁
目
）

西
波
天
神
社
本
殿
（
奈
良
市
六
条
一
丁
目
）

柏
木
天
満
宮
本
殿
（
奈
良
市
柏
木
町
）

熊
野
神
社

境
内
社
厳
島
神
社
本
殿
（
大
和
郡
山
市
番
条
町
）

こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
の
他
に
、
記
録
に
あ
っ
て
も
現
存
し
な

い
社
殿
、
あ
る
い
は
記
録
か
ら
で
は
神
社
や
社
殿
が
同
定
で
き
な

い
事
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
棟
札
や
建
築
様
式
等
か
ら
「
春
日
移

し
」
社
殿
と
認
め
ら
れ
る
遺
構
が
、
今
後
も
発
見
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。

第
六
十
次
式
年
造
替
が
行
わ
れ
た
際
、「
春
日
移
し
」
社
殿
が

あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
、
新
聞
・
雑
誌
等
で
報
道
さ
れ
る
よ
う
に

（

）

な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
し
ば
し
ば
「
摂
社
・
末
社
を
含
め
て
約
一

五
〇
例
を
超
え
る
」
と
い
う
内
容
の
表
現
が
登
場
す
る
。
し
か

し
、「
一
五
〇
」
と
い
う
数
字
の
積
算
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

を
明
確
に
示
し
た
文
献
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
一

五
〇
」
と
い
う
数
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
式
年
造
替
の
回
数
や
摂
社
・
末
社
の
数
を
考
え
れ
ば
、

「
一
五
〇
」
と
い
う
数
字
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
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い
て
は
一
考
を
要
す
る
。

旧
社
殿
の
運
搬

で
は
、
旧
社
殿
は
ど
の
よ
う
に
し
て
譲
渡
先
の
寺
社
に
運
搬
さ

れ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
運
搬
方
法
が
わ
か
る

（

）

史
料
が
み
つ
か
ら
な
い
。

旧
社
殿
の
運
搬
方
法
に
言
及
し
た
唯
一
の
も
の
と
い
え
る
の

（

）

が
、
佐
藤
の
研
究
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
本
社
本
殿
を
は
じ
め
摂

社
・
末
社
の
社
殿
は
比
較
的
小
規
模
な
木
造
構
造
物
で
あ
る
た

め
、
解
体
し
て
運
搬
す
る
こ
と
も
そ
の
ま
ま
運
搬
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
遠
方
の
場
合
は
解
体
し
て
運
搬
さ
れ
た
ら
し
い
、

と
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
遠
方
に
関
わ
ら
ず
、
社
殿
が
解
体
さ

れ
ず
に
運
搬
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）、
本

社
第
一
殿
と
若
宮
神
社
本
殿
が
吉
田
神
社
（
京
都
府
左
京
区
吉
田

神
楽
岡
町
）
に
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
、『
後
法
興
院
政
家
記
』

長
享
元
年
八
月
十
三
日
条
に
は
、
社
殿
を
「
引
移
」
し
た
と
あ

る
。
た
だ
し
、
佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
春
日
大
社
と
吉
田
神

社
の
距
離
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
記
述
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

一
方
、
社
殿
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
運
搬
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
前
述
の
建
久
八
年
に
木
宮
社
旧

社
殿
が
辰
市
に
移
さ
れ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
中
臣
祐
明
記
』

建
久
八
年
四
月
二
二
日
条
に
は
、「
始
日
元
興
寺
南
門
マ
テ
、
次

日
東
九
条
北
七
條
ソ
ト
ハ
ノ
許
マ
テ
、
第
三
日
廿
四
日
神
宮
渡
付

奉
了
」
と
み
え
、
現
在
の
道
路
事
情
で
約
六
キ
ロ
の
距
離
を
三
日

か
け
て
社
殿
が
運
搬
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
辰
市
（
現
在
の
辰
市
神
社
）
は
、
春
日
大
社
と
の

関
係
が
深
い
。
社
伝
に
よ
る
と
、
中
臣
時
風
・
秀
行
兄
弟
が
、
鹿

島
社
か
ら
鹿
島
の
神
に
付
き
従
っ
て
大
和
を
訪
れ
、
鹿
島
の
神
を

氏
神
と
し
て
勧
請
し
た
の
が
現
在
の
辰
市
神
社
で
あ
る
。
ま
た
、

同
神
社
の
道
を
は
さ
ん
だ
向
か
い
側
に
は
、
時
風
・
秀
行
兄
弟
を

祀
っ
た
時
風
神
社
が
現
在
も
あ
る
。
ま
た
近
世
に
は
、
春
日
社
の

正
預
が
着
任
後
三
年
目
に
、
辰
市
郷
社
の
祭
頭
役
を
つ
と
め
て
い

（

）

た
と
い
う
。

さ
て
、
辰
市
へ
の
旧
社
殿
の
運
搬
方
法
を
知
る
手
が
か
り
は
、

意
外
に
も
現
代
に
あ
っ
た
。
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）
五
月
、

摂
社
・
本
宮
神
社
の
旧
社
殿
が
春
日
大
社
境
内
の
外
へ
と
運
ば
れ

（

）
た
。
高
さ
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
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約
一
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
三
〇
〇
キ
ロ
の
社
殿
は
、
四
本
の
棒
で

支
え
ら
れ
、
八
人
の
神
職
に
よ
っ
て
神
輿
の
よ
う
に
担
が
れ
て
境

内
か
ら
運
び
だ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
社
殿
は
ト
ラ
ッ
ク
に
の
せ
ら

れ
、
笠
置
寺
（
京
都
府
相
楽
郡
笠
置
町
）
へ
と
む
か
っ
た
。
か
つ

て
笠
置
寺
に
は
、
興
福
寺
の
僧
・
貞
慶
が
春
日
大
社
か
ら
勧
請
し

た
春
日
明
神
社
が
あ
っ
た
が
、
元
弘
の
乱
（
一
三
三
一
〜
一
三
三

三
）
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
。
貞
慶
に
よ
る
勧
請
は
『
春
日
権
現
記

絵
』
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
笠
置
寺
と
春
日
大
社
と
の
関
係
か
ら

旧
社
殿
が
譲
渡
さ
れ
、
六
八
五
年
ぶ
り
に
春
日
明
神
社
が
再
興
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
辰
市
へ
の
旧
社
殿
の
運
搬
も
、
神
輿
を
担

ぐ
要
領
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

神
輿
の
よ
う
に
社
殿
を
運
搬
す
る
方
法
以
外
で
は
、
社
殿
の
解

ろ
く
ろ

か
ぐ
ら
さ
ん

体
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
轆
轤
（
あ
る
い
は
神
楽
桟
）
に
よ
る
牽

引
が
考
え
ら
れ
る
。
轆
轤
は
、
回
転
軸
と
な
る
太
い
丸
太
を
建

て
、
綱
を
巻
き
取
り
な
が
ら
重
量
物
を
牽
引
し
た
り
持
ち
上
げ
た

り
す
る
装
置
で
あ
り
、
古
く
か
ら
寺
社
の
造
営
に
使
わ
れ
て
き

（

）
た
。た

と
え
ば
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
の
南
都
焼
打
後
、
東
大

寺
復
興
の
た
め
の
用
材
を
運
搬
し
た
模
様
に
つ
い
て
、『
東
大
寺

造
立
供
養
記
』
に
は
「
柱
一
本
長
、
或
九
丈
十
丈
、
或
七
丈
八

丈
、
口
徑
五
尺
四
五
寸
也
、
一
本
別
作
者
、
建
轆
轤
二
張
、
以
附

人
夫
七
十
人
、
而
押
轆
轤
引
大
綱
也
」
と
み
え
る
。
つ
ま
り
、
轆

轤
二
基
を
七
十
人
の
人
夫
が
引
い
て
、
柱
を
牽
引
し
た
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）

十
一
月
十
三
日
条
に
は
、
春
日
大
社
の
大
鳥
居
の
造
替
作
業
に
あ

た
っ
て
、
轆
轤
で
番
匠
が
一
人
死
亡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。轆

轤
で
社
殿
を
牽
引
す
る
場
合
、
社
殿
を
修
羅
（
運
搬
用
の
そ

り
）
に
の
せ
、
下
に
丸
太
を
か
ま
せ
て
移
動
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
方
法
で
社
殿
を
そ
の
ま
ま
移
動
さ

せ
た
事
例
が
あ
る
。
横
浜
熊
野
神
社
（
横
浜
市
鶴
見
区
）
は
、
明

治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
新
橋
・
横
浜
間
に
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
本
殿
自
体
を
修
羅
に
の
せ
て
轆
轤
で
牽
引
し
移
動
さ

せ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
同
社
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
に
も
描
か

れ
て
い
る
。

さ
て
、
前
述
の
旧
社
殿
の
分
布
を
み
て
気
に
な
る
の
は
、
若
宮

神
社
旧
本
殿
が
移
築
さ
れ
た
六
甲
八
幡
神
社
本
殿
の
例
で
あ
る
。

同
社
は
、
旧
社
殿
群
の
な
か
で
も
っ
と
も
春
日
大
社
か
ら
距
離
が
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離
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
運
搬
さ
れ
た
の
か
疑
問
が
生
じ

る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
神
戸
大
学
建
築
史
研
究
室
の
調
査
に
よ

（

）

る
と
、
社
殿
を
解
体
せ
ず
に
海
路
で
運
搬
し
た
と
い
う
。
ま
た
是

澤
紀
子
は
、
春
日
大
社
旧
社
殿
の
分
布
か
ら
、
寺
社
が
淀
川
水
系

や
大
和
川
水
系
の
近
く
に
立
地
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
春
日
大
社

や
興
福
寺
の
造
営
に
使
わ
れ
た
用
材
を
調
達
す
る
杣
山
の
位
置

や
、
そ
れ
ら
を
運
搬
す
る
河
川
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
示
唆
し
て

（

）

い
る
。「

春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
意
味

最
後
に
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
、「
春
日
移
し
」
の
意
味
づ
け

に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
春
日
移
し
」
が
示
唆
す
る
研
究
主
題
と
し
て
、
聖
物
の
措
置

と
聖
物
の
贈
与
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
社
殿
等
の
建
築
物
を

含
む
あ
ら
ゆ
る
聖
性
を
お
び
た
事
物
が
、
そ
の
本
来
の
役
割
を
終

え
た
あ
と
に
、
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
る
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
者
は
、
聖
性
を
帯
び
た
事
物
が
ど

の
よ
う
に
贈
与
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

櫻
井
治
男
は
、
聖
物
の
措
置
を
「
毀
却
・
焼
却
・
埋
納
・
流

（

）

棄
・
存
置
」
の
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
櫻
井
は
、
伊
勢
神
宮
の

旧
社
殿
や
そ
の
用
材
の
撤
下
を
「
毀
却
」
の
な
か
の
「
破
却
」
の

大
掛
か
り
な
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、

「
春
日
移
し
」
は
「
破
却
」
に
あ
た
る
。
ま
た
「
存
置
」
の
例
と

し
て
、
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
お
い
て
、
旧
社
殿
が
遷
御
後
す

ぐ
に
取
り
壊
さ
れ
ず
、
新
宮
造
営
の
た
め
の
地
鎮
祭
ま
で
そ
の
ま

（

）

ま
据
え
置
か
れ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
櫻
井
勝
之
進
は
、『
伊
勢

参
宮
名
所
図
会
』
の
一
場
面
を
例
に
あ
げ
、
存
置
さ
れ
た
旧
社
殿

（

）

に
も
人
々
が
拝
礼
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
人
々
の
聖
物
に
対
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
舁
き
退
け
」
を
は
じ
め
と
す
る
造
替
の
方
法
も
聖
物
の
措
置
に

関
わ
る
と
と
も
に
、
移
動
す
る
神
の
観
念
を
考
え
る
際
に
も
重
要

に
な
る
。

さ
て
、
聖
物
の
措
置
と
の
関
連
で
「
春
日
移
し
」
が
興
味
深
い

の
は
、
総
本
社
た
る
春
日
大
社
の
祭
神
の
分
霊
を
む
か
え
て
分
祀

す
る
「
勧
請
」
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
春
日
の

神
を
祀
る
神
社
は
別
と
し
て
、
旧
社
殿
を
譲
渡
さ
れ
た
神
社
に

は
、
多
く
の
場
合
、
別
の
祭
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
春

日
の
神
々
が
住
む
社
殿
で
は
な
く
、
そ
の
「
住
ま
い
」
と
い
う
物
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質
的
性
質
が
純
化
さ
れ
、
ど
の
神
々
が
住
ま
わ
れ
て
も
よ
い
社
殿

と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
卑
近
な
表
現
を

使
え
ば
、
神
々
に
「
空
き
家
」
を
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
で
あ
る
聖
物
の
贈
与
に
深

く
関
係
す
る
。
純
粋
な
物
質
と
し
て
の
旧
社
殿
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
春
日
大
社
と
い
う
出
自
に
ま
つ
わ
る
聖
性
に
変
わ
り
は
な

（

）
い
。
そ
の
よ
う
な
聖
物
の
や
り
と
り
は
、
人
類
学
・
社
会
学
で
い

（

）

う
「
贈
与
」
に
あ
た
る
。
贈
与
は
、
単
な
る
贈
り
物
で
は
な
く
、

受
け
取
っ
た
側
か
ら
の
返
礼
を
と
も
な
う
。

「
春
日
移
し
」
に
お
い
て
は
、
二
重
の
贈
与
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
ひ
と
つ
は
、
社
家
が
旧
社
殿
を
拝
領
し
（
春
日

大
社
か
ら
の
贈
与
）、
そ
の
こ
と
に
よ
り
社
家
の
春
日
大
社
へ
の

忠
誠
が
醸
成
さ
れ
る
（
返
礼
）。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
社
家
か
ら
寺

社
へ
の
旧
社
殿
の
譲
渡
（
贈
与
）
に
よ
っ
て
、
寺
社
か
ら
春
日
大

社
へ
の
忠
誠
が
醸
成
さ
れ
る
（
返
礼
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
終
わ

る
の
で
は
な
く
、
旧
社
殿
を
譲
渡
さ
れ
た
寺
社
は
、
春
日
大
社
と

の
関
係
を
誇
示
す
る
こ
と
で
、
自
己
を
権
威
化
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
春
日
移
し
」
と
い
う
慣
行
を
通
じ
て
、

春
日
大
社
は
春
日
社
領
や
興
福
寺
領
を
中
心
に
、
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ

（

）

ー
ク
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
を
宗
教
研
究
の
動
向
の
な
か
に

位
置
づ
け
て
お
く
。
聖
物
の
措
置
や
贈
与
と
い
う
視
点
は
、
世
界

的
な
研
究
動
向
か
ら
み
れ
ば
、M

aterialReligion

誌
の
発
刊

（
二
〇
〇
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
「
物
質
宗
教
」（m

aterialrelig-

ion

）
研
究
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
物
質
宗

教
」
研
究
は
、
従
来
の
教
義
や
儀
礼
に
重
点
を
お
い
て
き
た
宗
教

研
究
に
対
し
て
、
宗
教
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
の
物
質
性

（
素
材
や
形
状
）、
モ
ノ
が
使
わ
れ
る
文
脈
や
モ
ノ
に
対
す
る
人
々

の
身
体
的
あ
る
い
は
感
覚
的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
考

察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が

登
場
し
た
学
説
史
的
文
脈
は
重
要
で
あ
る
が
、
海
外
の
研
究
動
向

（

）

を
待
た
ず
と
も
、
宮
本
常
一
を
は
じ
め
と
す
る
民
具
学
研
究
、
と

（

）

り
わ
け
「
信
仰
民
具
」
の
研
究
を
み
れ
ば
、「
物
質
宗
教
」
研
究

と
通
じ
る
問
題
意
識
が
日
本
に
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
物
質
に
着
目
し
た
宗
教
研
究
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
な
か
、
新
奇
な
現
象
で
は
な
く
、「
春
日
移
し
」
と
い
う

伝
統
的
な
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
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る
。

む

す

び

本
稿
で
は
、「
春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
研
究
に
む
け
た
基
礎

的
知
見
を
素
描
し
た
。
ま
ず
、
式
年
造
替
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い

て
概
観
し
、
造
替
財
源
の
増
強
に
よ
り
広
範
囲
な
造
替
が
可
能
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
可
処
分
社
殿
が
増
加
し
た
こ
と
が
「
春
日
移

し
」
の
発
生
と
関
連
す
る
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
そ
し

て
、
旧
社
殿
の
分
布
を
確
認
し
た
う
え
で
、
旧
社
殿
の
運
搬
方
法

に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
、
聖
物
の
措
置
と
贈
与
と
い
う
観
点

か
ら
、「
春
日
移
し
」
の
宗
教
学
的
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
。

な
お
、
旧
社
殿
の
分
布
と
春
日
社
領
お
よ
び
興
福
寺
領
と
の
照

合
、
旧
社
殿
の
立
地
と
河
川
と
の
関
係
な
ど
、
考
察
を
深
め
る
べ

き
課
題
が
残
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
一
九
五
八
年
出
版
の
五
條
市
史
調
査
委
員
会
編
『
五
條
市
史

下
巻
』（
五
條
市
史
刊
行
会
）
に
は
、
同
市
の
龍
池
神
社
（
原

文
で
は
「
竜
池
」
と
表
記
）
の
本
殿
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、

「
こ
れ
は
春
日
移
し
と
い
っ
て
式
年
造
替
さ
れ
る
春
日
大
社
の

四
社
お
よ
び
若
宮
本
殿
が
、
造
替
の
都
度
、
廃
棄
し
た
旧
殿
を

大
社
と
関
係
の
あ
る
神
社
に
下
げ
て
い
る
も
の
に
当
た
る
」

（
二
七
八
頁
、
傍
線
は
筆
者
）
と
あ
る
。
ま
た
、
一
九
三
七
年

か
ら
四
三
年
ま
で
の
論
考
を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
黒
田
曻
義

の
『
春
日
大
社
建
築
史
論
』（
春
日
顕
彰
会
、
一
九
七
八
年
）

に
は
、「
春
日
移
し
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。

（
２
）
宮
地
直
一
「
春
日
大
社
の
成
立
」（『
神
道
論
攷
』
第
一
巻
、

古
今
書
院
、
一
九
四
二
年
）。

（
３
）
福
山
敏
男
「
春
日
大
社
の
創
建
と
春
日
造
の
創
始
」（『
神
社

協
会
雑
誌
』
第
三
五
年
第
六
号
、
一
九
三
七
年
）。

（
４
）
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
、
岡
田
精
司
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
式
年
」
は
法
令
の
「
式
」（
律
令
の
追
加
法
令
で
あ
る
「
格
」

の
施
行
細
則
）
に
定
め
ら
れ
た
年
限
を
意
味
し
た
。
岡
田
精
司

「�
式
年
�
造
替
の
制
度
」（『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
塙
書

房
、
一
九
九
二
年
）。

（
５
）
「
修
理
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
太
田
博
太
郎
は
、
古
代

に
お
い
て
は
「
修
繕
」
だ
け
で
は
な
く
「
新
造
」
を
含
む
広
い

意
味
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
太
田
博
太
郎
「
式
年
造
替

制
私
考
」（『
建
築
史
学
』
十
九
号
、
一
九
九
二
年
）
九
四
頁
。

（
６
）
黒
田
曻
義
「
南
部
春
日
神
社
現
存
社
殿
造
替
年
代
の
研
究
」

（『
東
洋
美
術
』
二
四
号
、
一
九
三
七
年
）
お
よ
び
大
東
延
和

「
春
日
史
点
描
│
│
最
近
の
研
究
メ
モ
よ
り
」（
上
田
正
昭
監
修

『
秘
儀
開
封

春
日
大
社

生
き
て
い
る
正
倉
院
』
角
川
書
店
、

一
九
九
五
年
）
の
「
式
年
造
替
編
年
表
」
を
参
照
。
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（
７
）
大
東
、
前
掲
論
文
、
同
「
春
日
式
年
造
替
の
歩
み
」（『
春
日

文
化
』
第
四
冊
、
春
日
大
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
８
）
太
田
博
太
郎
、
前
掲
論
文
、
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
。

（
９
）
黒
田
曻
義
「
春
日
神
社
の
旧
社
殿
」（『
奈
良
県
神
職
会
報
』

二
〇
号
、
一
九
三
八
年
）

（
１０
）
佐
藤
正
彦
「
春
日
神
社
旧
殿
処
分
の
慣
行
と
春
日
造
社
殿
の

分
布
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
第
二
二
四

号
、
一
九
七
四
年
）。

（
１１
）
佐
藤
正
彦
「
中
世
春
日
社
境
内
末
社
の
造
替
に
つ
い
て
」

（『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
第
二
二
一
号
、
一
九
七
四

年
）

（
１２
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
藤
澤
彰
「
神
社
本
殿
の
建
築
的
特
質
」

（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
）
第
一
号
、
二
〇
〇

九
年
）
三
四
〜
三
五
頁
を
参
照
。

（
１３
）
稲
垣
榮
三
『
神
社
と
霊
廟
』（
小
学
館
、
一
九
六
八
年
）

（
１４
）
藤
澤
、
前
掲
論
文
。

（
１５
）
三
浦
正
幸
『
神
社
の
本
殿
│
│
建
築
に
み
る
神
の
空
間
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）

（
１６
）
中
世
春
日
社
の
社
司
（
春
日
社
の
正
式
な
祀
官
）
に
つ
い
て

は
、
松
村
和
歌
子
「
春
日
神
人
の
基
本
的
把
握
」（『
奈
良
学
研

究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
中
世
春
日
社
の
社
司
と

祈
祷
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
二
集
、

二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
１７
）
佐
藤
正
彦
、
前
掲
論
文
（「
春
日
神
社
旧
殿
処
分
の
慣
行
と

春
日
造
社
殿
の
分
布
に
つ
い
て
」）。

（
１８
）
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史

建
築
編
』（
奈
良

市
、
一
九
七
四
年
、
三
三
一
頁
）
お
よ
び
奈
良
県
史
編
集
委
員

会
編
『
奈
良
県
史

第
八
巻

建
築
』（
名
著
出
版
、
一
九
九

八
年
、
九
〇
五
〜
九
〇
八
頁
）
よ
り
作
成
。
引
用
す
る
に
あ
た

り
、
神
社
名
お
よ
び
地
名
は
現
在
の
名
称
に
変
更
し
た
。

（
１９
）
太
田
博
太
郎
「
圓
成
寺
春
日
堂
白
山
堂
は
春
日
社
旧
殿
か
」

（『
大
和
文
化
研
究
』
第
十
一
巻
五
号
、
一
九
六
六
年
）。

（
２０
）
奈
良
県
史
編
集
委
員
会
編
、
前
掲
書
、
九
一
〇
〜
九
一
二

頁
。
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
神
社
名
お
よ
び
地
名
は
現
在
の
名

称
に
変
更
し
た
。

（
２１
）
た
と
え
ば
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
皇
室
』（
六
八

号
、
二
〇
一
五
年
）、『
皇
室
』（
七
一
号
、
二
〇
一
六
年
）、

『
月
刊
大
和
路

な
ら
ら
』（
二
〇
一
六
年
九
月
号
）、『
芸
術
新

潮
』（
二
〇
一
七
年
二
月
号
）、「
社
殿
丸
ご
と
再
利
用
『
春
日

移
し
』」『
朝
日
新
聞
』（
二
〇
一
六
年
十
月
三
一
日
付
）。

（
２２
）
興
福
寺
お
よ
び
春
日
大
社
の
造
営
を
独
占
的
に
担
っ
た
大
工

集
団
「
春
日
座
」
に
関
す
る
史
料
に
、
そ
の
手
が
か
り
が
み
つ

か
る
可
能
性
は
あ
る
。

藤
井
恵
介
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
建
築
の
移
築
に
関
す
る
研

究
蓄
積
は
少
な
い
。
藤
井
恵
介
『
建
築
の
移
築
に
関
す
る
研

究
』（
科
学
研
究
費
補
助
金

研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五

年
）。
古
代
の
移
築
に
つ
い
て
は
、
岡
田
英
男
「
古
代
に
お
け

る
建
造
物
移
築
再
用
の
様
相
」（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
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立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
文
化
財
論
叢

奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
』
同
朋
舎
出

版
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

（
２３
）
佐
藤
正
彦
、
前
掲
論
文
（「
春
日
神
社
旧
社
殿
処
分
の
慣
行

と
春
日
造
社
殿
の
分
布
に
つ
い
て
」）。

（
２４
）
松
村
和
歌
子
「
辰
市
郷
祭
礼
と
春
日
社
司
│
元
禄
五
年
辰
市

郷
祭
禮
正
預
頭
役
之
記
を
中
心
に
│
」（『
奈
良
学
研
究
』
第
十

一
巻
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
２５
）
『
朝
日
新
聞
』（
二
〇
一
六
年
五
月
二
四
日
付
）。

（
２６
）
寺
社
の
造
営
で
は
な
い
が
、
三
代
目
歌
川
広
重
（
一
八
四
二

〜
一
八
九
四
）
に
よ
る
錦
絵
『
大
日
本
物
産
図
絵
』
の
「
神
楽

桟
に
て
引
揚
図
」
に
は
、
神
楽
桟
を
使
っ
て
漁
師
た
ち
が
鯨
を

浜
に
引
き
揚
げ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
２７
）
神
戸
大
学
建
築
史
研
究
室
編
『
県
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造

物
）
六
甲
八
幡
神
社
厄
神
宮
本
殿
修
理
（
災
害
復
旧
）
工
事
報

告
書
』（
六
甲
八
幡
神
社
、
一
九
九
七
年
）。

（
２８
）
是
澤
紀
子
「
中
近
世
の
神
社
の
維
持
保
全
に
関
す
る
建
築
史

学
的
研
究
」（
科
学
研
究
費
助
成
事
業

研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
二
〇
年
）。

（
２９
）
櫻
井
治
男
「
聖
物
の
措
置
│
│
毀
却
・
焼
却
・
埋
納
・
流
棄

そ
し
て
存
置
」（『
国
際
宗
教
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
第
四

五
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
３０
）
牟
禮
仁
『
大
嘗
・
遷
宮
と
聖
な
る
も
の
』（
皇
学
館
大
学
出

版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
３１
）
櫻
井
勝
之
進
『
伊
勢
神
宮
の
祖
型
と
展
開
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
一
年
）

（
３２
）
金
行
伸
輔
は
「『
う
つ
し
』
は
ま
さ
し
く
同
音
の
『
移
し
』

の
ご
と
く
、
距
離
を
越
え
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
身
近
な
と
こ
ろ
に

も
た
ら
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
。
こ
の
一
文
は
、「
春
日
移
し
」

に
お
け
る
聖
性
の
保
持
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
示
唆
深
い
。
金

行
伸
輔
「
う
つ
し
│
模
造
の
江
戸
」（
鈴
木
博
之
編
『
復
元
思

想
の
社
会
史
』
建
築
資
料
研
究
社
、
二
〇
〇
六
年
、
十
九
頁
）。

（
３３
）
Ｍ
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論

他
二
篇
』（
森
山
工
訳
、
岩
波
書

店
、
二
〇
一
四
年
）、
Ｍ
・
ゴ
ド
リ
エ
『
贈
与
の
謎
』（
山
内
昶

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
〇
年
）、
桜
井
英
治
『
贈
与

の
歴
史
学
│
│
儀
礼
と
経
済
の
あ
い
だ
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
一
年
）。

（
３４
）
春
日
造
社
殿
の
広
が
り
は
、
そ
の
ま
ま
春
日
大
社
の
宗
教
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ

い
。
春
日
造
社
殿
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
智
士
「
中
世
神

社
本
殿
の
形
式
分
類
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
下
）」（『
日
本
建

築
学
会
論
文
報
告
集
』
第
一
五
二
号
、
一
九
六
八
年
）
を
参

照
。

（
３５
）
宮
本
常
一
『
民
具
研
究
の
提
唱
』（
未
来
社
、
一
九
七
九

年
）。

（
３６
）
日
本
民
具
学
会
編
『
信
仰
と
民
具
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
九

年
）。
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